
　

衆
院
憲
法
審
査
会
は
５
月
６
日
、
憲
法
改
正
の
手
続
き

を
定
め
た
国
民
投
票
法
改
正
案
の
質
疑
を
行
い
、
修
正
を

加
え
た
上
で
可
決
し
た
。
同
法
改
正
案
は
近
く
衆
院
本
会

議
で
も
可
決
さ
れ
る
見
通
し
（
７
面
に
関
連
記
事
）
。

　

同
法
改
正
案
は
国
民
投

票
法
の
利
便
性
を
公
職
選

挙
法
の
規
定
に
合
わ
せ
る

も
の
だ
が
、
一
部
野
党
会

派
が
求
め
て
い
た
国
民
投

票
運
動
中
の
Ｃ
Ｍ
規
制
な

ど
に
つ
い
て
は
、
「
法
律

の
施
行
後
３
年
を
め
ど
に

検
討
を
加
え
、
必
要
な
法

制
上
の
措
置
を
講
ず
る
」

と
付
則
に
追
加
す
る
こ
と

で
修
正
合
意
し
た
。

　

採
決
に
先
立
つ
質
疑
で

わ
が
党
会
派
の
新
藤
義
孝

議
員
は
「
必
要
な
投
票
の

形
式
、
投
票
環
境
の
向
上

は
、
常
に
社
会
状
況
の
変

化
に
応
じ
て
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
し
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
」
と
述
べ
、
同
法

改
正
の
必
要
性
を
主
張
。

　

平
成
30
年
以
来
、
８
国

会
に
わ
た
っ
て
継
続
審
議

と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
「
政
局
か
ら
離
れ
て

国
民
の
た
め
の
議
論
を
行

う
と
い
う
憲
法
審
査
会
の

精
神
を
な
い
が
し
ろ
に
し

て
き
た
」
と
し
て
、
一
部

野
党
の
こ
れ
ま
で
の
姿
勢

を
批
判
し
た
。

　

ま
た
、
新
藤
議
員
は

「
国
民
投
票
法
に
関
す
る

議
論
は
憲
法
改
正
の
手
続

き
の
向
上
を
目
指
す
も
の

で
あ
り
、
憲
法
本
体
の
議

論
あ
っ
て
こ
そ
の
議
論
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と

述
べ
、
付
則
に
盛
り
込
ま

れ
た
事
項
と
憲
法
改
正
の

議
論
を
同
時
並
行
で
進
め

る
べ
き
と
訴
え
た
。

　

一
方
、
参
院
憲
法
審
査

会
は
４
月
28
日
、
今
国
会

初
の
審
査
会
を
開
き
、
各

会
派
が
現
行
憲
法
に
対
す

る
考
え
方
を
示
し
た
。

　

わ
が
党
会
派
か
ら
は
石

井
正
弘
議
員
が
発
言
。

「
現
行
憲
法
の
下
で
今
日

の
自
由
で
民
主
的
な
社
会

を
築
い
て
き
た
」
と
す
る

一
方
、
「
一
度
も
改
正
を

経
て
い
な
い
現
行
憲
法
に

は
、
内
容
的
に
現
代
社
会

に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
が
生

じ
て
い
る
こ
と
も
事
実

だ
」と
述
べ
、党
憲
法
改
正

推
進
本
部
が
取
り
ま
と
め

た
４
項
目
の
「
条
文
イ
メ

ー
ジ（
た
た
き
台
素
案
）」

に
つ
い
て
言
及
し
た
。

　

ま
た
、
石
井
議
員
は
国

民
投
票
法
改
正
案
に
つ
い

て
「
参
院
に
送
付
さ
れ
、

審
査
会
に
付
託
さ
れ
た
暁

に
は
、
速
や
か
に
審
議
を

行
っ
た
上
で
採
決
に
付
す

べ
き
」
と
訴
え
た
。

令和３年５月３日
自由民主党

憲法記念日にあたって
（党声明）

　本日、憲法記念日を迎えました。

　自由民主党は立党以来、現行憲法の自主的改正を
党の使命に掲げ、「国民主権、基本的人権の尊重、
平和主義」の基本原理を護りながら憲法議論を積み
重ねてまいりました。

　憲法改正に向けて自由民主党は、平成30年、国民
の皆様に問うにふさわしいと考える「（１）安全保
障に関わる自衛隊、（２）統治機構のあり方に関す
る緊急事態、（３）一票の較差と地域の民意反映が
問われる合区解消・地方公共団体、（４）国家百年
の計たる教育充実」の４項目を取りまとめ、すでに
３年の歳月が経過しようとしています。
　この間、私どもは、全国各地で憲法改正研修会を
開催するなど、党を挙げて、改正についての理解促
進に努めてまいりました。

　昨年末の臨時国会では、国民投票法改正案につい
て今国会で結論を得ることが自民・立憲民主両党間
で合意される一方、憲法審査会の議論においても野
党の中から積極的な意見が出されるなど、憲法改正
実現に向けた歩みは、与野党を越えて着実に前進し
ています。

　自由民主党は、４項目をはじめとした様々な論点
に関し、国会の場で活発な憲法議論を行うととも
に、引き続き、主権者である国民の皆様にご理解を
いただくことができるよう、全力を尽くして取り組
んでまいります。

　

菅
義
偉
総
裁
は
５
月
３

日
、
憲
法
改
正
を
求
め
る

民
間
団
体
が
主
催
し
た
オ

ン
ラ
イ
ン
集
会
に
ビ
デ
オ

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
た
。

こ
の
中
で
菅
総
裁
は
、

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

へ
の
対
応
を
受
け
て
、
緊

急
事
態
へ
の
備
え
に
関
心

が
高
ま
っ
て
い
る
」
と
指

摘
。
そ
の
上
で
「
国
民
の

命
と
安
全
を
守
る
た
め
、

国
家
や
国
民
が
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
、
国
難

を
乗
り
越
え
て
い
く
べ
き

か
。
そ
の
こ
と
を
憲
法
に

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る

か
は
極
め
て
重
く
大
切
な

課
題
だ
」
と
述
べ
た
。

　

ま
た
、
「
憲
法
改
正
に

関
す
る
議
論
を
進
め
る
最

初
の
第
一
歩
と
し
て
、
ま

ず
は
国
民
投
票
法
改
正
案

の
成
立
を
目
指
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

主
張
。
国
会
で
の
憲
法
議

論
に
つ
い
て
は
「
国
会
議

員
の
責
任
」
と
訴
え
た
。

　

集
会
に
は
下
村
博
文
政

務
調
査
会
長
が
出
席
し
、

憲
法
改
正
に
向
け
た
決
意

を
力
強
く
語
っ
た
。

平成30年６月の提出以来、８国会にわたって継続審議と
なっていた国民投票法改正案を可決した衆院憲法審査会

今国会初となる参院憲法審査会。実質
的な審議は約３年２カ月ぶりとなる

憲法改正を求めるオンライン集会にビデオ
メッセージを寄せた菅義偉総裁

参
院
憲
法
審
は
自
由
討
議

国民投票法改正案
衆院憲法審で可決

憲
法
改
正
に
決
意
示
す

菅
総
裁
が
メ
ッ
セ
ー
ジ

郵便番号 100－8910
東京都千代田区永田町1－11－23
電話 東京 03（3581）6211（代表）

定価１部 110円（税込み）
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